
１．保育時間 午前７時１５分から午後６時１５分まで
（土曜日の夕方は延長保育を行っておりません）

２．申込方法

３．土曜日の保育時の緊急連絡先について

４．土曜日の保育
　お家の方の仕事が、お休みのときは「家族の日」としてお子さん
とふれあう一日にしましょう。
　家庭保育ができない方のために午前７時１５分～午後６時１５分
までの保育を行っています。

５．その他
（１）申し込み後の取り消しを希望の方は、早めのご連絡をお願い

いたします。
（２）土曜日が行事日となる場合は、午後からの土曜保育はありま

せんので、あらかじめご了承ください。

○病気の回復期等にあるお子さんを、保護者にかわって保育と看護を
　「七ッ森保育所の病後児等保育施設」（有料）で行います。
　利用する場合は登録が必要です。
（登録先は七ッ森保育所か役場総合福祉課）

職員の配置人数把握のため、ご協力お願い致します。

＊緊急時の連絡先が、生活調査票と異なる場合は、必ず保育士に
お知らせください。

その週の火曜日までに所定の申込用紙にご記入ください。


